
[郵送・窓口]更新登録（法人） チェックリスト 

下記の書類を必要部数ご用意いただき、チェックリストを添えてご郵送ください。 

 

［書類作成時のご注意］ 

※申請書等への記入について、消すことのできる筆記用具のご使用はご遠慮ください。 

[提出書類]  

チェック  提出書類 

（１～7はダウンロード可） 

必要 

部数 
摘要 

□ 1 建築士事務所登録申請書（第一面） ２部 現在の登録内容について、ご記入ください。 

□ 2 所属建築士名簿（第二面） ２部 
管理建築士を含めた、建築士業務を行なう建築士について、全員記載を

してください。 

□ ３ 役員名簿（第三面） ２部 
履歴事項全部証明書に記載のある、代表権及び業務を執行する権利を

持つ役員について、全員記載をしてください。 

□ 4 業務概要書 2部 
前回登録年月日以降に行った業務について、５年分記載をしてくださ

い。 

□ ５ 略歴書（登録申請者） ２部 
職歴の期間は、学校卒業後から各勤務先毎に入社年月～退社年月を記

載し、現在の勤務先も忘れずに入社年月～現在と記載してください。 

□ ６ 略歴書（管理建築士） ２部 
５を参考に記入してください。また、登録申請者と管理建築士が同一の

方の場合は省略できます。 

□ ７ 誓約書 ２部 必要部数をご提出ください。 

□ ８ 定款（現行定款）の写し ２部 必要部数をご提出ください。 

□ ９ 法人の履歴事項全部証明書 
原本１部 

写し１部 
法務局で取得をした、６カ月以内発行のものをご提出ください。 

□ 10 
建築士事務所所在地の賃貸借契約

書等の写し 
2部 

9.履歴事項全部証明書に記載の本店所在地と建築士事務所所在地が異

なり、かつ支店登記されていない場合のみ必要となります。 

□ 11 
建築士免許証（又は、建築士免許証

明書）の写し 
２部 

資格確認に必要となります。 

※管理建築士のみ添付してください。 

□ 12 管理建築士講習の修了証の写し 2部 
資格確認に必要となります。 

※「建築士定期講習修了証」は添付不要です。 

□ 13 
管理建築士の専任を証明する書類 

※例の中からいずれか 1点 
２部 

法人の場合 申請する建築士事務所に常勤することが確認できる書類 

（例） 

①健康保険証（事業所名称の記載のあるもの）の写しと 

在籍証明書（参考書式ダウンロード可） 

②雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）の写しと 

在籍証明書（参考書式ダウンロード可） 

③住民税の特別徴収税額決定・変更通知書（特別徴収義務者用）の 

写しと在籍証明書（参考書式ダウンロード可） 

④給与明細書（直近３か月分）の写しと在籍証明書（参考書式ダウン 

ロード可） 

 

（次ページに続く） 



※①～④について、書類に[事業所所在地]として事務所所在地と同一所

在地が印字されている場合には「在籍証明書」省略可 

 

なお、例示した書類の中に該当するものがない場合には、申請前にお電

話にてご相談をお願いいたします。 

 

登録課 045-228-0755 

□ 14 

登録手数料 

利用明細票・利用控等、入金を確認

できる書類の写し 

 

※窓口の場合 現金払い可 

１部 

登録手数料（※非課税） 

一級建築士事務所 16,000円。 

二級・木造建築士事務所 11,000円。 
 

※手数料はご負担ください 

※金額に不足があった場合は差額を請求させていただきます。ま

た、振込があるまでは手続が保留となりますので、ご注意ください。 

 

振込口座 

 

横浜銀行 横浜市庁支店 

店番号３１７ 口座番号 普通 １１９７７０１ 

口座名 一般社団法人神奈川県建築士事務所協会 

                 事務所登録 
シャ）カナガワケンケンチクシジムショキョウカイジムショトウロク 

□ 15 連絡先等  

確認事項等ある場合にご連絡をさせていただきます。 

ご担当者名（                ） 

ご連絡先電話番号（             ） 

 

 [書式のダウンロード】https://j-kana.or.jp/office/office_regist#b2 

（１）登録申請書（１～７）を含む Word形式／PDF形式 

（２）在籍証明書 Word形式／PDF形式 

（３）申立書 Word形式／PDF形式 

（４）記載例 PDF形式 

 

［更新登録までの標準的な日数］ 

収受日からおおむね３週間 ※不備等があった場合にはこの限りではありません 

 

登録完了後、建築士事務所所在地あてに①建築士事務所登録通知書 ②登録申請書（副本）をご郵送し、 

手続完了となります。所在確認のため、他の場所への郵送は行えません。 

 

 

［注意事項］ 

※5年間の登録期間内に登録事項に変更があり、まだ変更届を提出していない場合は「登録事項変更届」を 

併せてご提出ください。https://j-kana.or.jp/office/office_regist#b3 

※現登録期間満了日の 30日前までに更新登録申請を行えなかった場合には、速やかにご連絡ください。 

TEL045-228-0755 登録課 
 

 

 

 

 

［お問い合わせ］一般社団法人神奈川県建築士事務所協会 登録課 電話 045-228-07５5 

申請書類送付先（申請窓口） 

〒231-0032横浜市中区不老町３－１２加瀬ビル２０１－２階 

一般社団法人神奈川県建築士事務所協会 登録課 更新登録係 

 

https://j-kana.or.jp/office/office_regist#b2
https://j-kana.or.jp/main/apps/wp-content/uploads/2023/12/koushin2024.docx
https://j-kana.or.jp/main/apps/wp-content/uploads/2023/12/koushin2024.pdf
https://j-kana.or.jp/main/apps/wp-content/uploads/2023/12/zaiseki2024.docx
https://j-kana.or.jp/main/apps/wp-content/uploads/2023/12/zaiseki2024.pdf
https://j-kana.or.jp/main/apps/wp-content/uploads/2023/12/moushitate2024.docx
https://j-kana.or.jp/main/apps/wp-content/uploads/2023/12/moushitate2024.pdf
https://j-kana.or.jp/main/apps/wp-content/uploads/2023/12/k-h-rei2024.pdf
https://j-kana.or.jp/office/office_regist#b3

